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定 期 監 査 結 果 報 告 書 

 

 

１．監査の概要 

（１）監査対象部 土木部 

（２）監査実施期間 平成１９年９月２５日～平成１９年１１月１６日 

（３）監 査 方 針 財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に執行されているかを 

          主眼として監査を行った。 

（４）監 査 方 法 平成１９年度平成１９年４月１日から平成１９年８月末日までに 

          執行された事務事業について、各課から提出を求めた資料を基に 

          監査の着眼点を定め、これにより監査を行い、また質問により説 

          明を求めた。 

 

２．監査の結果 

  監査対象部の平成１９年度における監査実施日までの財務に関する事務の執行及び 

  その他の事務の執行は、おおむね適正であることを認めた。 

（１）各課の着眼点及び監査項目 

【都市計画課】 

 (歳入） 
 着眼点  ① 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。 
      ② 調定額の算定は適正か。また、計算に誤りはないか。 
      ③ 調定の時期及び手続きは適正か。また、調定漏れはないか。 
 監査項目 都市計画図売上金 
（歳出) 
 着眼点  ① 支給対象となる事実及び役務の提供は適正に行われているか。 
      ② 支給対象者の受給資格その他要件は関係規定に合致しているか。 
      ③ 支給根拠となる日数、時間等は適正に行われているか。また、源泉徴 
       収の控除及び納付は適正に行なわれているか。 
 監査項目 事業評価監視委員報酬 

【土木課】 

（歳出） 
 着眼点  ①債務の確認は確実に行われ、使用関係のないものはないか。 
      ②経費の節減上効率的な執行がなされているか。 
      ③支払は適正に行われているか。 
 監査項目 自動車借上料 
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【建築住宅課】 

（歳出） 
 着眼点  ①修繕の内容は適正か。 
      ②検査検収は確実に行われ、かつ修繕等の事実のないものはないか。 
      ③修繕代金の支払は適正に行われているか。 
 監査項目 市営住宅に係る修繕料 

【下水道課】 

（歳出） 
 着眼点  ①起債内容は適正か。 
      ②元金償還及び利子の支払事務は適正に行われているか。 
 監査項目 公債費 

【連続立体交差推進課】 

（歳出） 
 着眼点  ①購入は計画的かつ効率的に行われているか。 
      ②契約書の規格、数量等に合致しているか。 
      ③支払いは適正に行われているか。 
 監査項目 備品購入費（フェンス） 

【水道課】 

（歳入） 
 着眼点  ①調定はその根拠となる法令等に適合しているか。 
      ②調定額の算定は適正か。また、計算に誤りは無いか。 
 監査項目 加入金 
（歳入） 
 着眼点  ①水道料金未収金の収納は適宜行われているか。 
 監査項目 水道料金未収金 
（歳出） 
 着眼点  ①委託料の支出、精算報告は委託契約書の内容に基づき適正に行われてい 
      るか。 
      ②委託内容の履行確認は適正に行われているか。また、履行期限は守られ 
      ているか。 
 監査項目 大小口径遠隔式メーター取替業務委託料 
（歳出） 
 着眼点  ①収納した公金は市及び地方公営企業の預金口座に確実に受け入れられて 
      いるか。また、代理金融機関等受け入れの公金は遅滞なく指定金融機関に 
      送付されているか。 
      ②公金取扱い契約の内容は正確に履行されているか。 
 監査項目 コンビニ収納代行手数料 
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（２）各課の監査結果 

 

【都市計画課】 

（歳入） 
 監査項目 都市計画図売上金 
  都市計画課において、建設業者等が市内の宅地等の開発、都市計画をする場合、 
 用途地域等の参考及び確認等必要となり、その資料とするための各種図面を販売し 
 ている。 
  都市計画図（用途地域図）、白地図（1/10,000・1/2,500）街路網図（1/10,000)の 
 ４種類を販売している。都市計画図売上代金について監査したところ、監査時点に 
 おいての売上及び収納、調定等は適正に処理されていた。 
                            
 

用途地域図 
（@ ９００円）

白 地 図 
(@ ２００円) 
1/10,000 

白 地 図 
（@ ４００円） 

1/2,500 

街 路 網 図 
（@ ２５０円） 
1/10,000 

計 
（枚・円） 

月 枚数 売上金額 枚数 売上金額 枚数 売上金額 枚数 売上金額 枚数 売上合計 
４ ５ 4,500 １  200 ４ 1,600   10 6,300 

５ ５ 4,500 １  200 12 4,800   18 9,500 

６ ５ 4,500   13 5,200   18 9,700 

７ ３ 2,700 １  200 ８ 3,200 1 250 13 6,350 

８ ６ 5,400   ５ 2,000   11 7,400 

計 24 21,600 3  600 42 16,800 １ 250 70 39,250 

 
（歳出） 
 監査項目 事業評価監視委員報酬 
  事業評価監視委員会は、国庫補助金等の交付を受けて実施する公共事業で、直轄又 
 は補助事業のうち、維持・管理に係る事業、災害復旧に係る事業等を除く全ての事業 
 で、事業費の予算化された時点の後、５年が経過した事業で未着工の事業及び事業採 
 択後１０年が経過した時点で継続中の事業を対象とし、事業の継続の妥当性を判断し、 
 事業の継続、中止、見直し等対応方針を決定し、公共事業の効率性及びその実施過程 
 の透明性の一層の向上を図ると共に、事業の再評価をすることを目的として設置され 
 た委員会で、再評価を実施する事業の対応方針に対して審議を行い、市長に対して意 
 見の具申を行なう委員会である。 
  事業監視委員会出席者に対しての報酬支払に関する決裁行為書、開催通知に伴う関 
 係書類等を監査した結果、その手続及び経費の支出は適正に処理されていた。 
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開催日時 出席者人数 
報酬支払額

（円） 
源泉徴収額

（円） 
５月３０日 ５人 ４５,０００ １,３５０ 
６月１１日 ４人 ３６,０００ １,０８０ 

計 延べ９人 ８１,０００ ２,４３０ 
 

【土木課】 

（歳出） 
 監査項目 自動車借上料 
  対象となった自動車は、土砂等の作業資材の運搬を主な用途とする道路維持作業車 
 のクレーン付２トンダンプである。この自動車は、資材運搬以外に河川の流れを妨げ 
 る大型ゴミをクレーンで回収するなどの用途にも用いられており、その汎用性から土 
 木課分室を拠点としてほぼ毎日稼動しているものである。 
  本借上料は、上記作業車のリース料として道路橋りょう総務費から支出されたもの 
 である。 
契 約 業 者  住商リース株式会社 
履 行 期 間  平成１９年４月１日から平成１９年６月３０日まで 
                      （暫定予算のため） 
       平成１９年７月１日から平成２０年３月３１日まで 
契 約 金 額  月額 １０２,７９５円 
支 払 日  支払請求書を受理した日から３０日以内に支払 

  契約については、前身の道路維持作業車は、平成３年に購入されたものであったが、 
 自動車Ｎｏｘ・ＰＭ法の車種規制の対象であったため、平成１７年６月２８日の車検 
 満了後に継続車検を受けることができず、新規に規制合格車を導入したものである。 
 導入にあたり購入契約とするかリース契約とするかを検討した結果、財政状況からも 
 リース契約が適当であると判断し、平成１７年８月３１日に平成１７年１２月１日か 
 ら６０ヶ月を賃貸借期間とする見積書を３社から聴取のうえ、上記業者と毎年同額に 
 て随意契約している。 
  本借上料に関して、決裁行為書、契約書、請求書等支出関連帳票を監査した結果、 
 契約手続き及び経費の支出手続きは適正に処理されていた。 

 

【建築住宅課】 

（歳出） 
 監査項目 修繕料 
  高石市営住宅の修繕については、共同施設の住宅維持管理と住宅の明け渡し後に新 
 しい入居者が入居するまでに行うあき家改修等があり、費用の負担は、高石市営住宅 
 管理条例第１８条により定められている。また、あき家改修は、同条例第４０条によ 
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 り住宅管理員が検査した後に畳の表替、カギ等の取替及び清掃等を行うものであり、 
 住宅管理員が修繕項目を決定後、「建築施行単価」等の単価表を参考に市場単価等を考 
 慮し、市内業者に発注し、検収している。 
  平成１９年度においては、共同施設の修繕が３件、あき家改修が５件（延べ１１件） 
 となっている。 
  この修繕料について修繕伺簿、支出命令書等関係書類を監査した結果、その手続き 
 は適正に処理されていた。 

【下水道課】 

（歳出） 
 監査項目 公債費 
  下水道事業における事業費は大きく分けて、国庫補助金、下水道事業債、一般財源 
 となり、事業費の大半が下水道事業債となる。例年、１１月に次年度の事業計画に基 
 づき予算編成し、５月に大阪府に対し事業計画を提出、ヒヤリングを受けた後８月に 
 同意を得、９月に起債申請となる。 
 
 本年度の監査日現在の借入れ 
 平成１９年５月３１日 公営企業債（平成１８年度債）125,700 千円 簡易保険局 
 本年度の監査日現在の償還 
 平成１９年９月１日 元金 27,663,057 円 利子 15,519,629 円    近畿財務局 
 
  本年度は暫定予算の関係で、例年の５月からの事務の流れが後にずれているが、借 
 入れ事務等は適正に行われており、起債内容は適正である。また、起債償還は、政府 
 系資金が９月・３月、一般金融機関（資本費平準化債）が１１月・５月となっており、 
 支払い通知書を台帳等関係書類と照合した結果、事務は適正に執行されている。 
  なお、決裁書類、償還台帳等帳簿関係は適正に保管されている。 

【連続立体交差推進課】 

（歳出） 
 監査項目 備品購入費（フェンス） 
  連続立体交差事業用地として買収した土地の維持管理に用いるフェンスを設置した 
 ものである。フェンス設置については、年度当初、契約検査課で期間契約されており、 
 今回の設置も、下記のとおり期間契約された業者に発注しているものである。 
  契 約 業 者  (有)松本建材店 
  設 置 場 所  高石市千代田５丁目６２－１、６２－５ 
  契 約 金 額  １ｍ単価 １１，５００円 
         ６４ｍ×１１，５００円＝７３６，０００円 
  設 置 期 間  平成１９年６月１８日～６月２０日 
  支 払 日  平成１９年７月１３日 
  なお、この設置について契約書、支出関係書類等を基に監査した結果、適正に処理 
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 されていた。 

【水道課】 

（歳入） 
 監査項目 加入金 
  加入金は、高石市水道事業条例第２７条の２により、給水装置工事申込書兼工事許 
 可申請書及び設計書を提出した給水装置の新設及び改造工事に伴う増径工事申込者か 
 ら徴収している。 
  加入金は口径により下記のとおり定められている。 
 

メーター口径 加  入  金 
１３ｍｍ ７０，０００円 
２０ｍｍ １１０，０００円 
２５ｍｍ １８０，０００円 
４０ｍｍ ６４０，０００円 
５０ｍｍ １，０００，０００円 
７５ｍｍ ２，５００，０００円 
１００ｍｍ ４，５００，０００円 
１５０ｍｍ １０，０００，０００円 
２００ｍｍ 管 理 者 が 別 に 定 め る 。 

 
  ただし、既設の給水装置がある場合は、新口径に係る加入金と旧口径（配管図面等 
 で確認）に係る加入金の差額を徴収している。 
  例：１３ｍｍのメーターが設置されていた所に２０ｍｍを設置する場合 
    １１０，０００円－７０，０００円＝４０，０００円 
  平成１９年度の加入金の納入件数は、５３件（うち、平成１８年度申請分４件を含 
 む）で、申請件数は、１４８件となっている。 
  給水装置工事申込書兼工事許可申請書及び設計書、加入金徴収簿及び領収済通知書 
 等関係書類を監査した結果、その手続きは適正に処理されていた。 
（歳入） 
 監査項目 水道料金未収金 
  水道料金未収金について、未納となった翌月に催告状を、翌々月に督促状を発送し 
 ている。それ以後まだ納付がない場合は、停水予告書を発送し、その翌月に停水通告 
 書を発送し、その期日になると訪問して納付誓約等がとれない場合は、給水を停止し 
 ている。 
  滞納整理においては過年度分の回収に努めると同時に、現年分においても１００％ 
 を目標として、できるだけ未収金を増やさないよう努めている。 
  なお、平成１４年度から平成１８年度（過年分）及び平成１９年度（現年分）の平 
 成１９年９月末現在の未収額、件数、収納率は下記のとおりである。 
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当初調定額 
19.4.1 現在 

未収金額 

19.9.30 現在 

未収金額 

 

件 数 件 数 件 数 

19.9.30 現在 

  収納率（％） 

1,555,271,252 5,978,206 5,869,805 
平成１４年度 

215,537 1,419 1,380 
99.62 

1,501,801,549 8,243,911 7,906,447 
平成１５年度 

217,483 1,533 1,480 
99.47 

1,495,502,852 6,406,811 5,925,509 
平成１６年度 

227,132 1,661 1,535 
99.60 

1,488,178,430 7,787,518 6,688,261 
平成１７年度 

228,121 2,171 1,870 
99.55 

1,453,134,822 71,780,997 9,744,681 
平成１８年度 

229,491 12,643 2,698 
99.33 

 

当初調定額 
19.9.30 現在 

未収金額 

 

件 数 件 数 

19.9.30 現在 

  収納率（％） 

117,358,847 1,094,539 
平成 19 年 4 月分 

19,142 304 
99.07 

114,751,702 1,172,049 
平成 19 年 5 月分 

19,160 341 
98.98 

119,288,025 1,628,646 
平成 19 年 6 月分 

18,724 417 
98.63 

123,703,594 2,275,143 
平成 19 年 7 月分 

19,164 574 
98.16 

125,479,976 4,359,333 
平成 19 年 8 月分 

19,193 1,074 
96.53 

130,733,355 111,154,398 
平成 19 年 9 月分 

19,133 16,067 
14.98 

 

(歳出） 
 監査項目 大小口径遠隔式メーター取替業務委託料 
  対象となった業務は、メーター指針を電気信号によって離れた場所で表示する装置 
（遠隔式メーター）を設置し、メーターボックスのふたを開けることなく検針を可能に 
 することを目的とするものである。 
  工場や学校などに設置されている口径５０ミリ以上の大口径メーターは、検定満期 
 による定期取替の際に順次遠隔化し、個人居宅に設置されている口径４０ミリ以下の 
 小口径メーターについては、メーターボックスが居宅の裏庭に設置されていて、家の 
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 中を通って検針しなければならないなど、検針が困難な需要家について、毎月の検針 
 業務を円滑に遂行するために遠隔化するものである。 
  平成１９年４月から９月までの施工実績は、次表のとおりである。 
 

用途別・口径別施工件数及び委託料 
 
 
 
 
 
 
 
契 約 業 者  双葉工業株式会社 
履 行 期 間  平成１９年４月１日から平成１９年６月３０日まで。 
                      （暫定予算のため） 
       平成１９年７月１日から平成２０年３月３１日まで。 
契 約 金 額  遠隔化に必要な各工事の単価契約 
支 払 日  業務完了届を提出し、支払請求書を受理した日から３０日以内に支払

う。 
  契約業者については、この作業がメーター定期取替の際に併せて施工されるのが合 
 理的であるとの理由で、指名競争入札によりメーター定期取替業務委託を受託してい 
 る同社と随意契約したものである。 
  本委託料に関しては、経理処理が定期監査の範囲外の時期に行われたため、提出さ 
 れた資料に訂正は反映されていないが、小口径 1件の支出において、伝票発行の際に 
 1 円の入力誤りが認められた。これについては、定期監査資料提出の段階で判明し、す 
 でに経理上の訂正処理がなされている。 
  その他、決裁行為書、契約書、確認報告書、請求書等支出関連帳票を監査した結果、 
 契約手続き及び上記以外の経費の支出手続きは適正に処理されていた。 
（歳出） 
 監査項目 コンビニ収納代行手数料 
  収納された公金はすべて遅滞なく指定金融機関に入金され、水道事業会計に収納さ 
 れている。 
  この業務は、受託者の㈱電算システムとの契約で、㈱電算システムが別途締結した 
 コンビニエンスストア本部との「料金等収納事務契約書」に基づき、コンビニエンス 
 ストア本部の直営店およびフランチャイズ契約締結の加盟店において、市の発行する 
 納入通知書に基づき水道料金等を現金で収納し、㈱電算システムを経由して市の指定 
 金融機関に入金するものである。 
  料金収納事務の流れは、①コンビニエンスストアで収納、暗号化されたデータによ 
 りコンビニエンスストア本部に伝送→②コンビニエンスストア本部は㈱電算システム 

18 年度 19 年度（4～9 月） 
用     途 口 径 

件数 金  額 件数 金  額 
一 般 用 小口径 ２件 61,667 円 1 件 17,491 円 

官公署・学校用 大口径 ７件 406,810 円 3 件 94,264 円 

合     計  9件 468,477 円 4 件 111,755 円 
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 に伝送→③市水道課が㈱電算システムに接続し、データを受信。市水道課は各コンビ 

 ニエンスストアで収納されたデータを 24 時間以内に確認している。 

  ㈱電算システムは、コンビニエンス本部から伝送されたデータを5日ごとに集計し、 

 その収納金を金融機関の３営業日後に市の指定金融機関に振込んでいる。したがって、 

 市水道課は各コンビニエンスストアで納付された水道料金を概ね 8日以内に収納して 

 いる。 

  ９月１日現在の収納状況 
 

月 件  数 収納金額（円） 支払手数料(円） 
４月 1,558 7,089,009 79,458 

５月 1,806 8,342,565 92,106 

６月 1,707 7,442,731 87,057 

７月 1,726 8,254,318 88,026 

８月 1,823 8,488,529 92,973 

 
  この業務に係る委託手数料は、収納１件当たり５１円で、各収納月分をまとめて手 
 数料計算書を作成し、確認報告書により支払い手続きを行っている。事務の執行は契 
 約内容どおり適正に履行されている。 

（３）監査委員の質問事項 

 

【都市計画課】 

 ① 羽衣駅前東地区市街地再開発準備組合の活動について 

 ② まちづくり整備事業で計画されている各事業について 

 ③ 建築確認申請事務について 

【土木公園課】 

 ① 土木使用料・道路橋りょう使用料・道路占用料について 

 ② 交通安全保持費・土地賃借料の支出事務について 

 ③ 放置自転車撤去巡回業務委託料について 

 ④ 高石市公園愛護連合会および公園愛護活動について 

【建築住宅課】 

 ① 市営住宅の収入未済額および予算現額と調定額算出方法について 

 ② 新婚世帯向け家賃補助金返還金の予算現額と調定額算出方法について 

 ③ 本市の住宅政策および市営住宅事業について 

【連続立体交差推進課】 

 ① 土地賃借料、連立事業用地買収費、連立事業用地物件移転補償費について 

 ② 連立事業の事業開始から本年度までの執行額、累計額について 
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【下水道課】 

 ① 受益者負担金現年度分の調定額と予算現額について 

 ② 受益者負担金滞納繰越分について 

 ③ 受益者負担金に関する業務委託料について 

 ④ 本市の下水道事業から見た泉北環境整備施設組合の課題、問題点について 

 ⑤ 南大阪湾岸北部流域下水道組合の解散および本市負担金について 

【水道課】 

 ① 泉北水道事業団の水源および本市の水道事業の課題・問題点について 

 ② 改良整備事業の計画について 

 ③ 修繕引当金について 

 




